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厚生労働省における１７の戦略分野等におけるリ・スキリング・人材確保の主な支援策

１．スキル情報等の可視化

（１）キャリアラダーの構築・普及

（２）職業能力検定の創設支援事業

２．プログラム開発・教育訓練の実施・受講支援

（１）教育訓練給付金

（２）人材開発支援助成金

３．スキル情報等の提供・スキル情報を含めたデータ連携・
一元的なデータ提供
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キャリアラダーの構築・普及

〇 就業人口の約６割を占める「現場人材」を効果的に育成・確保するには、求められるスキルを可視化・標準化するとともに、スキルを正当に評価し
社内外の労働移動・処遇向上につなげる仕組みが必要。スキルの階層化・標準化の推進と、企業の導入を促進する観点から、以下の事業を実施中。

ー「スキルの向上を処遇に結び付けていく環境整備に向けた調査研究事業」（R7～）
･･･各分野の勤続年数、技能評価制度と処遇の関係性などの基礎調査を行い、キャリアラダーの有用性を啓発するモデルを作成中（P６参照）。
令和７年度：観光、物流 令和８年度：飲食、製造（電気機械器具製造業、プラスチック製造業、軽金属製品製造業、金属プレス加工業）

ー「産業・職業別スキル標準の企業導入を促進するための調査研究事業」（R８～）
･･･中小企業を中心に観光・物流の個社が、自らキャリアラダーを作成する際に活用できる「標準キャリアラダー」と導入支援ツールを作成中。

１ キャリアラダー構築支援の趣旨

２ 標準キャリアラダー及び導入支援ツールのイメージ
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 職種ごとに業務の習熟度と標準的な処遇の幅を整理。隣接す
る職種にキャリアの幅を広げることで処遇向上が可能なキャ
リアパスを可視化

導入支援ツール

 企業担当者が、自前で自社の人事・評価・賃金制度に即したキャリアラ
ダーを無理なく導入・運用できるよう支援するツール

① キャリアラダー作成支援シート
・個社ごとの職務内容・範囲や対応職種等のカスタマイズ
・各職種/レベルに必要なスキルの可視化
・スキルや処遇の向上を実現するキャリアパスの可視化

② スキル評価シート
・キャリアラダーで整理したスキルごとに管理者が的確に評価・それに応じた
キャリア形成支援

③ 導入ガイドライン
・企業がキャリアラダーを社内に導入する際に参照する運用モデルを提示

標準キャリアラダー※

※必要に応じて隣接職種と切り分け（例：運転手と配車担当 等）
レベルごとの職務内容を言語化し、必要スキル・レベルを定義
職種固有スキルと職種横断スキル（コミュニケーション、デジタルリテラシー）は分けて定義

レベル（括弧内は役職等の目安）

職種
物流企画

職種
運転手

職種
配車担当

職種
物流営業



キャリアラダーの構築・普及
○ 現場人材のスキルの向上を処遇に結びつけていく環境を整備するため、スキルと処遇の関係を明確化した「キャリアラダー」を構築し、
スキルを正当に評価する仕組みを普及。

○ 令和７年度は「観光（ホテルスタッフ・旅館スタッフ）」「物流（トラック運転手・倉庫スタッフ）」の４職種、令和８年度は17の戦略
分野等に関連する「製造（電気機械器具製造業、プラスチック製造業、軽金属製品製造業、金属プレス加工業）」、「飲食（ファミリーレ
ストラン）」の合計５職種で調査を実施。

（※）スキルスコアは、配車運行管理、輸配送作業、輸送梱包作業を整理

令和７年度「スキルの向上を処遇に結びつけていく環境整備に向けた調査研究事業」
により整理したトラック運転手のキャリアラダー
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１ 事業の目的と内容

職業能力検定の創設支援事業

○ 地場産業や成長分野など業界標準が確立していない技能も対象に、外部労働市場に一定の通用力を有する職業能力評価制度（団体等検定）の創設と活用の
促進により、企業横断的な能力評価の基盤整備、労働者が自らの意思で仕事を選択でき、個々の希望に応じて多様な働き方を選択できる環境整備を実現する。

【主な事業内容】
・検定構築・運営経験を有するコンサルタントが検定構築の初期段階から厚生労働省への認定申請まで一貫して行う伴走支援
・制度紹介と検定構築初期相談が同時に可能な出張相談会の開催

• 制度に関する質問への回答
• スキル情報等の可視化の支援
• スキル評価体系の整理
• 試行試験実施への助言・調整
• 申請書類作成支援
• その他専門的な助言

【事業スキームのイメージ】
 民間団体への委託により、以下の事業を実施する。
専門家(職業能力検定認定業務支援コンサルタント)による検定の創設支援

【団体等検定の概要】
事業主団体等が、労働者等の技能と地位の向上に資することを目的に、雇用す
る労働者以外の者を含めて実施する職業能力検定について、一定の基準に適合
し技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定する。

申請

厚生労働省
認定
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職業能力検定認定業務
支援コンサルタント

※検定構築・運営経験を有する専門家

各ステップで
伴走支援

２ 職業能力検定の概要と事業スキームのイメージ



団体等検定の一覧

家政士団体検定（R7.3認定）
実施機関： (公社)日本看護家政紹介

事業協会
対象職種：家政サービス
【▼食材を「切る」「むく」「下ごしらえ」】

日本躯体コンクリート打込み
・締固め工団体検定(R7.3認定)
実施機関： (一社)日本建設躯体工事業

団体連合会
対象職種：コンクリート打込み・締固め工
【▼型枠内部へのコンクリート打込み・締固め】

陸災防フォークリフト荷役
技能検定（R7.3認定）
実施機関：陸上貨物運送事業労働災害

防止協会
対象職種：フォークリフト荷役
【▼フォークリフトを安全、正確、迅速に操作】

全国ガラス外装クリーニング協会
連合会団体検定（R7.11認定）
実施機関：（一社）全国ガラス外装クリーニン

グ協会連合会
対象職種：ガラス外装クリーニング
【▼ロープを使った高所の洗浄】

一般社団法人日本産業カウンセラー
協会団体検定（R8.3認定）
実施機関：（一社）日本産業カウンセラー協会

対象職種：産業カウンセラー
【▼相談場面を想定したロールプレイ】

電子回路営業職業能力検定
（R8.3認定）○
実施機関：（一社）日本電子回路工業会

対象職種：電子回路営業
【▼訪問・情報収集・交渉のロールプレイ】

【令和７年度認定】⇒全て本事業による出張相談会に参加

【令和６年度認定】
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厚生労働省における１７の戦略分野等におけるリ・スキリング・人材確保の主な支援策

１．スキル情報等の可視化

（１）キャリアラダーの構築・普及

（２）職業能力検定の創設支援事業

２．プログラム開発・教育訓練の実施・受講支援

（１）教育訓練給付金

（２）人材開発支援助成金

３．スキル情報等の提供・スキル情報を含めたデータ連携・
一元的なデータ提供
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教育訓練給付金について

専門実践教育訓練給付金
＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する
教育訓練を対象＞

特定一般教育訓練給付金
＜特に労働者の速やかな再就職及び
早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象＞

一般教育訓練給付金
＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に
資する教育訓練を対象＞

給付
内容

・受講費用の50％（上限年間40万円）
（６か月ごとに支給）

・追加給付①:１年以内に資格取得・就職等
⇒受講費用の20％（上限年間16万円）

・追加給付②:訓練前後で賃金が５％以上上昇(※１)
⇒受講費用の10％（上限年間8万円）

・受講費用の40％（上限20万円）
・追加給付:１年以内に資格取得・就職等

⇒受講費用の10％（上限5万円）

・受講費用の20％（上限10万円）

支給
要件

○ 在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付金の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者
○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合、専門実践教育訓練給付金は２年以上、特定一般教育訓練給付金・一般教育訓練給付金は１年以上）

講座数 3,488 講座 1,424 講座 12,340 講座
受給者数 37,165人（初回受給者数） 4,947人 73,766人

講座
指定
要件

次のいずれかの類型に該当し、かつ、原則、訓練期
間が１年以上又は120時間以上等の要件を満たすも
の
① 業務独占資格又は名称独占資格に係る養成施設

の課程（４年制課程含む）
② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成

促進プログラム
③ 専門職大学院の課程及び外国の大学院の経営管

理に関する学位課程
④ 大学等の職業実践力育成プログラム

⑤ 第四次産業革命スキル習得講座の課程
（ITSSレベル３以上）

⑥ 専門職大学･専門職短期大学･専門職学科の課程

次のいずれかの類型に該当し、かつ、原則、訓練期
間が１年未満又は120時間未満等の要件を満たすも
の
① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格
に係る養成施設の課程又はこれらの資格の取得
を訓練目標とする課程等

② 一定レベル（ITSSレベル２）の情報通信技術に
関する資格取得を目標とする課程

③ 短時間の職業実践力育成プログラム及び
キャリア形成促進プログラム

④ 職業能力評価制度の検定（技能検定又は団体等
検定）の合格を目指す課程

次のいずれかの類型に該当する教育訓練

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の
学位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、
訓練効果の客観的な測定が可能なもの
民間職業資格の取得を訓練目標と

   するもの等

労働者が主体的に､厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し､修了した場合に､その費用の一部を労使が拠出する雇用保険より支給。
⇒各分野の所管大臣がプログラム認定制度を創設した場合、その適切性を所管省庁と厚生労働省が連携して精査した上で、
専門実践・特定一般教育訓練給付金の対象とすることを検討

（注）講座数は令和８年４月時点、受給者数は令和６年度実績。

文部科学大臣認定

経済産業大臣認定

文部科学大臣認定

文部科学大臣認定
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職業実践専門課程
（商業実務、工業、情報、デザ
イン、土木・建築、経理・簿記、
電気・電子、医療福祉等）
【講座例】
・AIシステム科
・公認会計士税理士科
・電気・通信施工学科 等

職業実践力育成プログ
ラム
（社会科学､工学・工業等）
【講座例】
・慶應義塾大学大学院EMBA
・早稲田大学スマートエスイー

IoT/AIコース
・立教大学大学院人工知能科
学研究科 等

キャリア形成促進プログラ
ム（医療、商業実務等）
短時間の職業実践力
育成プログラム（人文科
学・人文）
短時間のキャリア形成促
進プログラム（文化教養
関係）
【文科大臣が認定】

キャリアコンサルタント

社会保険労務士試験
ファイナンシャル・プランニン
グ技能検定試験
中小企業診断士試験

第四次産業革命スキル
習得講座
（クラウド、IoT、AI、データ
サイエンス、ネットワーク、セ
キュリティなど）

【経産大臣が認定】

ITSSレベル３以上の資
格取得を目指す講座
（シスコ技術者認定資
格等）

ITSSレベル２の資格取
得を目指す講座
（基本情報技術者試
験等）

ITパスポート
Webクリエイター能力認
定試験
Illustratorクリエイター能
力認定試験
CAD利用技術者試験

介護福祉士（介護
福祉士実務者研修
を含む）
社会福祉士
保育士
看護師、准看護師、
助産師
主任介護支援専門
員研修
介護支援専門員実
務研修
介護職員初任者研
修

医療事務技能審査
試験
医療事務認定実務
者（Ｒ）試験

情報関係
大型自動車第一種・
第二種免許
中型自動車第一種・
第二種免許

輸送・機械運転関係

技術関係

営業・販売関係
医療・社会福祉・
保健衛生関係

事務関係

専門的サービス関係

登録日本語教員
Microsoft Office 
Specialist 365
VBAエキスパート
簿記検定試験（日
商簿記）

調理師

宅地建物取引士資
格試験

国内旅行業務取扱
管理者試験

製造関係

大学・専門学校等の
講座関係

測量士補
電気工事士
航空運航整備士
自動車整備士
海技士
電気主任技術者試験
建築士
技術士
土木施工管理技術検
定
建築施工管理技術検
定
管工事施工管理技術
検定
電気通信工事担任者
試験

製菓衛生師

パン製造技能検定
試験

教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験など
専門実践教育訓練給付金
最大で受講費用の80％
〔年間上限64万円〕を受講者に支給

特定一般教育訓練給付金
最大で受講費用の50％
〔上限25万円〕を受講者に支給

一般教育訓練給付金
受講費用の20％
〔上限10万円〕を受講者に支給
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支 給 対 象 と な る 訓 練 等
賃金助成額 経費助成率 OJT実施助成額 新規採用助成

・
職務代行助成

※２・５

設備投資
助成
※３

（1人1時間当たり） （1人1コース当たり）
賃金要件等を 賃金要件等を 賃金要件等を
満たす場合※１ 満たす場合※１ 満たす場合※１

①
人
材
育
成
支
援
コ
ー
ス

人材育成訓練 10時間以上のOFF-JTによる訓練

800円
（400円）

1,000円
（500円）

正規：45(30)％
非正規：70％

正規：60(45)％
非正規：85％ － － ー ー

認定実習併用職業訓練 新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わ
せた訓練

45％
（30％）

60％
（45％）

20万円
（11万円）

25万円
（14万円） ー ー

有期実習型訓練 有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施す
るOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 75％ 100％ 10万円

（９万円）
13万円

（12万円） ー ー

中高年齢者実習型訓練 中高年齢者が実践的なスキルを習得するために実施する
OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 60％ 75％ 10万円

（９万円）
13万円

（12万円） ー ー

② 教育訓練休暇等
付与コース

有給教育訓練休暇制度（３年間で５日以上）を導入
し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合
に助成

－ － 30万円 36万円 － － ー ー

③
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス

高度デジタル人材訓練 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での
訓練

1,000円
（500円） － 75％

（60％） － － － ー ー

成長分野等人材訓練 1,000円※４ － 75% － － － ー ー

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを
組み合わせた訓練

800円
（400円）

1,000円
（500円）

60％
（45％）

75％
（60％）

20万円
（11万円）

25万円
（14万円） ー ー

定額制訓練 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 － － 60％
（45％）

75％
（60％） － － ー ー

自発的職業能力開発訓練 労働者が自発的に受講した訓練（訓練費用を負担す
る事業主に対する助成） － － 45% 60% － － ー ー

長期教育訓練休暇制度 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度
を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受け
た場合に助成

1,000円※５

（800円）
ー ※５

（1,000円） 20万円 24万円 － －
新規採用助成※6：
27､45､67.5万円
職務代行助成：75％

ー

教育訓練短時間勤務等
制度 － － 20万円 24万円 － － ー ー

④ 事業展開等リスキリング
支援コース

１～３に関する10時間以上のOFF-JTによる訓練
１：事業展開、２：DX・GX化、３：企業内の人
事・人材育成に関する計画に基づき今後従事するこ
とが予定される職務

1,000円
（500円） － 75％

（60％） － － － ー 50％

人材開発支援助成金について（令和８年度）
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を

させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。
⇒業界団体等による教育訓練プログラムの開発に対し、人材開発支援助成金も含めた支援の在り方について検討

【助成対象（申請者）：雇用保険適用事業主 対象労働者：雇用保険被保険者】

※１ 訓練終了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して３％以上上昇している
場合に、助成率等を加算

※２ 休暇取得者に代わって業務を行った職員に対して職務代行手当を支払った場合や新規雇用または派遣受入をした場合に助成（中小企業のみ対象）
※３ 訓練終了後、実技の訓練等で実際に使用した機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等を購入し、訓練受講者全員の賃金を一定割合引き上げた場合に助成（中小企業のみ対象）

（事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練に限る）
※４ 国内の大学院を利用した場合に助成 ※５ 有給休暇の場合のみ助成 ※６ 休暇取得期間に応じて助成額が異なる ※７ 令和８年度末までの時限措置

（ ）内は中小企業以外の助成額・助成率

令
和
４
年
４
月
～※

７

令和４年12月～※７
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人材開発支援助成金の活用事例

人材開発支援助成金
事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に
沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。

活躍事例４：事業展開等リスキリング支援コース（ＤＸ）

建設業（中小企業）
○訓練内容
・建設事務だけではなく建設現場職員のフォローが行える人材を
育成するため、書類作成等の事務に必要となるIT技術（工事写
真の加工やクラウドデータ管理方法等）及び施工管理手順や各
種書類作成等に関する訓練を実施

○助成額
・経費助成 22.5万円（１人当たり）×4人＝90万円

22.5万円の内訳 受講料30万円×75％＝22.5万円
・賃金助成 96千円（１人当たり）×4人＝38.4万円

96千円の内訳 96時間×1,000円＝96千円

活用事例２：人への投資促進コース（高度デジタル人材）

情報通信業（中小企業）
○訓練内容
・デジタル業務の中核となる人材を育成し組織力を強化するため、
社員の中から有望な職員から３名を選抜し、プロジェクトマネー
ジャー資格取得に関する訓練を実施。

○助成額
・経費助成 21万円（１人当たり）×３人＝63万円

21万円の内訳 受講料（資格受験料含む）28万円×75％＝21万円
・賃金助成 ３万円（１人当たり）×３人＝９万円

３万円の内訳 30時間×1,000円＝３万円

活用事例１：人材育成支援コース（人材育成訓練）

活用事例３：人への投資促進コース
（情報技術分野認定実習併用職業訓練）

情報通信業（中小企業）
○訓練内容
・新規採用した人材（ＩＴ分野未経験者）をＩＴ分野経験者と同
等の人材に早期に育成して離職を防止するため、プログラミン
グの基礎や、業界特有の職務内容・知識に関する訓練を実施

○助成額
・経費助成 45万円（１人当たり）×10人＝450万円

45万円の内訳 受講料75万円×60％＝45万円
・賃金助成 24万円（１人当たり）×10人＝240万円

24万円の内訳 300時間×800円＝24万円
・OJT実施助成 20万円（定額）

港湾業（中小企業）
○訓練内容
・港湾コンテナヤードで使う荷役機械の運転要員育成のため、新入
社員に対して、大型免許を取得をさせるなど、安全講習＋通学訓
練（教習所）を実施

○助成額
・経費助成 13.5万円（１人当たり）×５人＝67.5万円

13.5万円の内訳 受講料30万円×45％＝13.5万円
・賃金助成 36千円（１人当たり）×５人＝18万円

36千円の内訳 45時間×800円＝36千円
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厚生労働省における１７の戦略分野等におけるリ・スキリング・人材確保の主な支援策

１．スキル情報等の可視化

（１）キャリアラダーの構築・普及

（２）職業能力検定の創設支援事業

２．プログラム開発・教育訓練の実施・受講支援

（１）教育訓練給付金

（２）人材開発支援助成金

３．スキル情報等の提供・スキル情報を含めたデータ連携・
一元的なデータ提供
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労働市場情報の提供に関する今後の取組

各職業の仕事内容、スキル、賃金や
ニーズの高い職業、スキル標準など
の各種情報基盤を提供

『外部労働市場の機能を強化』を行い、情報をワンストップで提供できるよう、
職業情報（職務、スキル、賃金）、職場情報、求人情報や訓練・リスキリング等の情報連携の強化を進める
※ ①各種申請画面への遷移、②AIによる訓練検索等への活用も検討

職業情報
（job tag）

訓練・リスキリング
（各種訓練サイト）
※ハローワーク訓練検索、

教育訓練給付対象講座、マナパス、
マナビDXなど

職場情報
（しょくばらぼ）

求人情報
（ハローワーク
インターネット
サービス）

企業における働き方や職場の取組
などの情報を提供

職業に必要な
訓練検索

該当する職業
の

求人を検索

求人企業の情
報を検索

求人・求職申込みへ キャリアコンサルティング、訓練申込みへ

必要なスキルが
活かせる企業を

検索

労働関連ポータルサイト「みんなの労働ナビ」
※労働に関する情報を一元的に提供する総合的データプラットフォーム

アクセス（PV）件数 ：約5,000万件（令和7年度）
掲載職業（令和８年３月現在）：556職業
※ 主なアクセス元は、民間企業（人材サービス企業を含
む） 、学校、地方自治体、求職者 など

※順次機能強化
（青矢印）

17戦略分野のスキル標準
等の情報を順次掲載
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職業情報提供サイト（job tag）について

「ジョブ」（職業・仕事）、「タスク」（作業）、「スキル」（技術・技能）等の観点から賃金を含めた職業情報を「見える化」
し、求職者の就職活動等を支援するWebサイト。各種サイトと連携し、ハローワーク求人や訓練・講座の検索も可能。
※ 米国労働省が公開している職業情報データベース（O*NET）を参考に、（独）労働政策研究・研修機構（JILPT）で開発を行い、2020年３月から運用開始。

年間アクセス（PV）件数 ：４９５６万件（令和７年度）
掲載職業（令和８年３月現在）：５５６職業
※ 米国のO*NETは900以上の職業を掲載

※ 厚生労働省編職業分類の小分類（440分類）
の約７割をカバー

〔 job tag へのリンク〕 https://shigoto.mhlw.go.jp

掲載例（プログラマー）

ジョブ

スキル

タスク

賃金等

使用機器や
技術等を掲載

賃金等について
全国・都道府県別の
月収・年収を掲載

職業横断的な39の評価項目について
それぞれ７段階の評価

個別の職業において行
う具体的な作業を掲載

仕事の内容を文章と
動画で紹介
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ワンストップで知りたい情報にアクセス可能

ピックアップによる重点的な情報発信

①求職者（就職・転職希望者）学生
②在職者（キャリア形成、働き方）
③企業・事業主
④支援者（キャリコン、教育機関など）

利用者の属性に応じて情報を整理

分野別に探すことも可能

利用者が、属性ごとに知りたい情報を選
択することで、必要な情報へ誘導

[URL] https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/

トップページにピックアップ欄を設け、より多く
の利用者への周知が必要な情報を取り上げること
で強力かつ効果的なＰＲを実施

統計については別途導線
を設置

（参考）「強い経済」を実現する総合経済対策（令和７年11 月21 日閣議決定）（抄）
リ・スキリングの各種支援策に関する関係省庁の情報の連携・一体化を進め、包括的で利便性の高いポータルサイトの構築に向けて検討する。

○ 労働関係情報を掲載する各種サイトを集約し、利用者が自身のニーズに合った情報にワンストップでアクセスすることができる
ポータルサイト「みんなの労働ナビ」を令和８年３月に開設

みんなの労働ナビ について
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